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○群馬県建築士法施行細則の一部を改正する規則（建築課）                       ２ 
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○免税軽油使用者証の無効（税務課）                                 ３ 

○免税証の無効（同）                                        ３ 
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◎群馬県告示第４３号 

 群馬県県税条例（昭和２５年群馬県条例第３２号）第１４６条の１０第２項の規定により交付した次の免税軽油

使用者証について、亡失した旨の報告があったので、無効とする。 

  令和５年２月２１日 

                                                                      群馬県知事 山 本 一 太   

                                             

 

 

 

 

 

 

◎群馬県告示第４４号 

 群馬県県税条例（昭和２５年群馬県条例第３２号）第１４６条の１１第５項の規定により交付した次の免税証に

ついて、亡失した旨の報告があったので、無効とする。 

  令和５年２月２１日 

                                                                      群馬県知事 山 本 一 太   

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  毎週火、金曜日発行 

                発 行   群 馬 県 

   群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

   電話 027-223-1111 
 

■ 告  示 

業種 使用者証番号 有効期間 
免税軽油使用者証を 
交 付 し た 事 務 所 

亡失年月日 

農業 04-00173 令和４年３月１日から 
令和６年３月３１日まで 

高崎行政県税事務所 令和４年１２月３０日 

 

免税証 
の種類 

業種 記号番号 枚数 有効期間 
免税証に記載された販売
業者の所在地及び名称 

免税証を 
交付した 
事 務 所 

亡失年月日 

20リッ
トル券 

農業 E04200196 ～
E04200207 

１２
枚 

令和４年３月
１日から令和
５年２月２８
日まで 

群馬県高崎市下里見町１３
２２ 
有限会社山木商事 

高崎行政
県税事務
所 

令和４年１
２月３０日 

 


